


     
2020年オリンピック･パラリンピック大会に向けた多言語対応協議会 構成機関・団体   

◆ ６０機関・団体 

国 
 

○内閣官房 

○総務省 

○外務省 

○文部科学省 

○農林水産省 

○経済産業省 

○国土交通省 

○観光庁 

○警察庁 

東京都 
 

○政策企画局    

○総務局     

○財務局     

○生活文化局   

○オリンピック・パラリンピック 

準備局 

○都市整備局 

○産業労働局 

○建設局 

○港湾局 

○交通局 

○教育庁 

○警視庁 

関東知事会 
 

○長野県  ○群馬県 

○茨城県  ○山梨県 

○栃木県  ○静岡県 

 
都内区市町村 

 
○特別区長会（荒川区） 

○東京都市長会（八王子市） 

○東京都町村会（奥多摩町） 

９都県市 
 

○神奈川県 ○横浜市 

○埼玉県  ○川崎市 

○千葉県  ○千葉市 

  ○さいたま市 

  ○相模原市 

（９都県市以外） 

    
○ 一般財団法人 

東京オリンピック・パラリン

ピック競技大会組織委員会 

協会団体・企業等（２７団体） 
 
            

       

                    

                                                

                       

                 

                       

    

【交通・道路】 

○東日本旅客鉄道 株式会社 

○東京地下鉄 株式会社 

○一般社団法人 日本民営鉄道協会 

○一般社団法人 東京バス協会 

○一般社団法人 東京ハイヤー・タクシー協会 

○一般社団法人 全国空港ビル協会 
○成田国際空港株式会社 
○日本空港ビルデング  株式会社 
○東京国際空港ターミナル  株式会社 
○関東旅客船協会 

【飲食】 

○一般社団法人 日本フードサービス協会 

 

【サービス等】 

 ○日本百貨店協会 

○一般社団法人 地図調製技術協会 

○一般社団法人 日本フランチャイズチェーン協会 

○日本チェーンストア協会 

○日本小売業協会 

○一般社団法人 電気通信事業者協会 

【観光】 

○公益社団法人 日本観光振興協会 
○一般社団法人 日本旅行業協会 

○公益財団法人 東京観光財団 

 

【宿泊】 

○一般社団法人 日本ホテル協会 

○一般社団法人 日本旅館協会 

○一般社団法人 全日本シティホテル連盟 

○東京都ホテル旅館生活衛生同業組合 

 

【経済】 

○一般社団法人 日本経済団体連合会 

○日本商工会議所 

○東京商工会議所 

政府関係機関 
 

○独立行政法人 
国際観光振興機構 

 

【順不同】 

競技開催予定地の自治体 
 

○北海道 ○宮城県 ○札幌市 ○仙台市 

別紙１ 







多言語対応協議会 観光・サービス分科会 取組方針 【概要版】  

 
 
 

取組の方向性 

   

 今後改定予定の「国内外旅行者のためのわかりやすい案内サイン標準化指針（観光 

施設・宿泊施設・飲食店編）」や、現在再構築中の「外国語メニュー作成支援ＷＥＢ 

サイト」等を活用し、各宿泊施設・飲食店が表示・標識等について主体的に取組を進 

めていく。 

○ 案内サイン 

    表示面に制約があるため、日本語、英語の２言語を基本とし、その他の言語を記載する場合は 

    視認性に配慮 

○ 各種ツール（パンフレット・メニュー等の紙媒体、音声案内、ＩＣＴツール、ホームページ等） 

    日本語、英語の２言語を基本としつつ、地域や施設の特性及び視認性等を考慮し、必要に応じて 

  中国語・韓国語、更にはその他の言語も含めて多言語化を検討 

宿 泊 施 設 飲 食 店 

課 題 

○ 宿泊施設内の各種情報（位置情報、設備の 

  使い方、サービス内容等）の多言語による 

  案内の充実 

○ 宿泊施設外の各種情報（宿泊施設周辺の 

   飲食店等施設情報、観光地等へのアクセス 

   情報等）の多言語による案内の充実 

取 組 方 針 

○ 外国人旅行者が求める情報について、既存のツールや、今後改定予定の「案内サイン 

  標準化指針」及び「東京都版対訳表」等を活用し、あらかじめ多言語でホームページ 

   や案内サイン、パンフレット等を用意するなど、多言語による案内を充実していく。 

○ サインやパンフレット等により対応することが難しいコミュニケーション等について 

  は、翻訳アプリ等の民間サービスを活用するなどきめ細かな対応を図る。 

課 題 

○ 店頭・ホームページにおける外国人 

   にもわかりやすい店舗案内 

○ メニュー・券売機等の表示の充実 

取 組 方 針 

○ 店頭への多言語メニューや写真の掲出、ディスプレイの設置、店舗等のホームページ 

  への写真付き多言語メニューの掲出等の対応を図る。 

○ 外国語メニューの設置や、メニューへの使用食材表示等を行っている場合は、その旨を 

   多言語により店頭に表示する。 

１ 店頭及びホームページにおける店舗案内 

○ 写真付きの多言語メニューを準備する。 

 ・ 簡単な料理概要を記載 
 
 ・ アレルギー、宗教、ベジタリアン等の 

   ニーズに対応するため、食材ピクトグラム 

   等の活用により、使用食材を表示 
 
 ・ 日本独特の調味料、薬味、料理の食べ方、 

   お通し等の文化についても表示 

○ 券売機付近に主要な料理の写真や多言語メニュー、ディスプレイを設置するとともに、 

  券売機のボタンと同一の番号を記載するなどの工夫を行う。 

２ メニュー・券売機等への表示の充実 

○ 多言語メニューの作成にあたっては、現在再構築中の「外国語メニュー作成支援 

  ＷＥＢサイト」を活用し、取り組みを推進していく。 

○ ムスリム旅行者への対応については、「ムスリム旅行者おもてなしハンドブック」 

 （平成２６年１０月 産業労働局）等を活用し対応を行っていく。 

ディスプレイの設置例 

多言語メニューの作成例 

近隣施設・飲食店マップの例 

エアコンの操作方法に関する多言語表記の例 避難経路図の表示例 

食材ピクトグラムの例

豚 肉 酒

か に 卵
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